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１ 経済社会理事会は，国連総会，安全保障理事会と並ぶ国連の主要機関の一つ。 

 

２ 任務，活動 

経済，社会，文化，教育，保健，人権分野の国際事項について研究と報告を行い，

国連総会，国連加盟国，関係専門機関に勧告を行い，また勧告を通じて専門機関の活

動を調整すること（国連憲章第６２条，６３条，６４条）。 

 

３ 組織 

国連総会により選出される５４か国で構成（国連憲章第６１条）。任期は３年で，

再選は可能。毎年３分の１の１８か国ずつ改選される。 

（経済社会理事会の理事国は国連創立当初から６４年までは１８か国，６５年から７

２年までは２７か国，７３年以降現在の５４か国へと拡大。） 

 

４ 下部機関 

経済社会理事会の下には，多くの機能委員会，常設委員会，地域経済委員会，専門

家委員会が下部機関として設置されている。 

 

【主な下部機関】 

   統計委員会 

人口開発委員会 

   社会開発委員会 

   婦人の地位委員会 

   アジア太平洋経済社会委員会（ＥＳＣＡＰ）   

ＮＧＯ委員会 他 

 

５ 我が国の貢献 

我が国は，経済社会理事会理事国（最近の任期は２０１８－２０２０年であり，こ

れは通算１９期目。）として，経済・社会・開発分野での国連の取組に貢献。特に，

経済社会理事会の各種フォーラムを活用して，持続可能な開発のための２０３０アジ

ェンダ策定に貢献したほか，人間の安全保障，国連防災世界会議等の防災分野，ユニ

バーサル・ヘルス・カバレッジ（ＵＨＣ）等における我が国の取組を積極的に発信し，

経済社会理事会の強化に貢献。 

                                  （了） 


